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講師   澤田 乃基（さわだ さきもと）氏 

 

 

現在の職業 

 

2008年 学校法人北斗文化学園北海道福祉教育専門学校 学校長 兼 副理事長      

現在に至る   

 

団体職 

 

2021年 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会  総務・政策委員会  委員  

            現在に至る 

 

公 職 

 

2005年 北海道 室蘭市保健福祉推進審議会   委員                  現在に至る 

 

2007年 北海道 室蘭市障害者支援区分認定等審査会   判定委員      現在に至る 

 

2008年 北海道 室蘭市子ども子育て会議   会長                    現在に至る 

 

2021年 北海道社会福祉審議会 委員                        現在に至る 

 

2024年 在北海道ミャンマー連邦共和国 名誉領事           現在に至る 

                           

                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 



これからの養成校のあり方

2024年10月25日 於：山形テルサ

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会

総務・政策委員 澤田乃基

（学校法人北斗文化学園 北海道福祉教育専門学校 学校長）

~養成校とその教育に求められること（考察）~



本校の概要



北海道胆振・日高地区唯一の形態の学園

胆振地区382,354人
（胆振振興局HPより） 

日高地区63,372人
（日高振興局HPより） 

合計：445,726人

室蘭市

ⒸHOKUTO BUNKA ACADEMY

苫小牧市



学校法人北斗文化学園設置校

リリー文化幼稚園すみれ文化幼稚園

北斗文化学園インターナショナル

調理技術専門学校専門学校北海道福祉教育専門学校

ⒸHOKUTO BUNKA ACADEMY

令和２年度より法務省告示日本語教育機関開設



学校法人北斗文化学園のあゆみ
• 1941年 「室蘭文化洋裁女学院」開校

• 1956年 管内初の学校法人化

• 1963年 「すみれ文化幼稚園」 開園

• 1966年 「室蘭文化学院」（一年制調理師科開設）改組

• 1967年 「リリー文化幼稚園」 開園

• 1976年 「室蘭文化専門学校」（専修学校法施行による名称変更）

• 1992年 「北海道福祉衛生専門学校」開校（現・北海道福祉教育専門学校）

• 1998年 フランス共和国との交流開始

• 2008年 北斗文化学園インターナショナル調理技術専門学校 開設（調理師学科より改組独立）

• 2020年 管内初の法務省告示日本語教育機関（日本語学校）開設

• 2021年 学園創立80周年を迎える

ⒸHOKUTO BUNKA ACADEMY



◎2004年4月 フランス共和国ニース国立ポール・オジエ観光調理専門学校と学務提携締結

◎2014年11月  台湾 高雄市 輔英科技大学と学務提携締結

◎2016年4月 ベトナム ハノイ HINOMARU ACADEMYと学務提携締結

◎2016年11月 ロシア サハリン・カレッジ・オブ・サービス専門学校と学務提携締結

◎2016年11月 モナコ公国モナコ・ヨットクラブ指定調理人材養成機関に指定を受ける

◎2018年11月 フランス共和国リヨン ポール・ボキューズ学院と学務提携締結

◎2019年1月 ミャンマー カヤー州 ツーリズム日本語学校と学務提携締結

◎2020年9月 台湾 台南市 敏恵護理管理専科学校と学務提携締結

◎2021年4月 モンゴル教育文化大学と学務提携締結

主な海外との学務提携の締結状況について

ベトナム ハノイ HINOMARU ACADEMY

フランス共和国リヨン ポール・ボキューズ学院

サハリン・カレッジ・オブ・サービス専門学校

台湾 敏恵護理管理専科学校

ⒸHOKUTO BUNKA ACADEMY



外国人専門職業人材養成の実施

北海道福祉教育専門学校

北斗文化学園インターナショナル

調理技術専門学校専門学校

自立支援介護福祉学科 専攻科日本語教育課程 調理師学科

☆道内の「介護」と「調理」の人材不足の解消に向けて外国人人材への専門職業教育を実施しています。

ⒸHOKUTO BUNKA ACADEMY



全国の養成校の推移と現状



養成施設数の推移

介護福祉士養成施設協会30周年記念誌,94.



介護福祉士養成施設協会30周年記念誌,95



介護福祉士養成施設協会事務局より提供資料



介護福祉士養成施設協会事務局より提供資料



広報から養成校教育に何を求めるか？



前 提

介護福祉士養成校が入学する対象となる

べき「ターゲット層」である18歳人口か
ら魅力の無い職種に就業する入口の学校
となっている。



現在の養成校に求められるもの

• はじめに養成校から発信する「コンテンツ」があり、「広報」
があるので、外に向かって発信できる「コンテンツ」を検討し
直すことが求められている。

• 自校には、入学ターゲットに訴求力のある「魅力的なコンテン
ツ」があるだろうか？

★現在、養成校は理事者、管理者だけでなく、教職員全体で自校
の現状を批判的に検証する必要がある時期にある。

※ここでは、「広報」の発信ツール、技術等について、あえて取り扱いません。



養成校の発信するべきコンテンツの創出

• 定員充足に満たない辛い現状をしっかりと自覚して自校の広報活動のあり
方を再検討するが、どうすれば良いのか？

「高校回りの営業（高校進路部訪問）」、「進学相談会への参加」、

「オープンキャンパス開催」、「小中高校の社会見学の受け入れ」、

「地域交流」etc.

★これらの見直しだけで、良いのだろうか？

★社会に適合する学校の特色を創出する養成校全体の取り組みが求められる。



どうすれば「コンテンツ」を創出できるか？

• 卒業生が働く実社会（介護保険業界）の理解

⇒定期的に改定される「介護保険報酬」の理解と適合。

⇒国の政策への理解と適合（医療と介護の一体化への適合）。

★実社会（介護保険業界）に適合する養成校教育について検討する。

★社会に受容される「コンテンツ」を創るために実社会と養成校について検討
すると・・・・



養成校が実社会に与える影響

養成校の実態を考察してその影響を検討



養成校（教員）と卒業生（介護福祉士）と実社会の繋がり
＜養成校が実社会に与える影響＞

教職員
（設置者・管理者を含む）

卒

業

生

就職

介護福祉施設
（就職先）

介
護
福
祉
士

就労卒業
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

介護サービス
提供同一人格

学校（教員）による間接的
介護サービス提供◎介護の専門職にある者として必要な知識・技術と職業倫理に基づいた人間性 等

学校・学部・学科
（介護福祉士養成校）

卒

業

生

介護福祉施設
（就職先）

介
護
福
祉
士

就労卒業
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

介護サービス
提供同一人格

学校（教員）による間接的
介護サービス提供

学校（教員）の与えた学びの成果

アウトカム

【考察】



養成校と介護福祉施設（就職先）との関係

養成校
（介護福祉士養成校）

卒

業

生

介護福祉施設
（就職先）

介
護
福
祉
士

介護サービスの
変化

・提供されるサー
ビスの質と内容

経営環境の変化
・定期的な介護保

険の変化
（報酬等）

介護サービスを提
供する者の変化
・質と生産性の向上
・外国人介護福祉士

経営環境の変化
・少子化（大学全入）

・介護職離れ
（不人気な進学先）
・国際化
（外国人介護福祉士教育）

教育内容の変化
・介護現場の現状

への対応
（例：医療的ケア等）

教育成果の変化
・アウトカムを意識
した教育の実施？

（例：介護保険報
酬の変化に対応す
る知識・技術）

養成校の提供した教育の成果に基づいた介護サービスとアウトカムの質

閉鎖的社会に生きる養成校教職員の意識の壁↓

【考察】

養成校・学校教職員の責任↓

教員の意識改革、資質向上によって学生（卒業生）の成業率は向上すると考える。



介護福祉士が勤務する先の経営環境の変化

国の政策である「介護におけるアウトカムの指標の強化」と「医療と介護の一体化」



財務省「財政制度等審議会」における「介護のアウトカム」

財務省資料：財政制度等審議会『歴史的転機における財政』令和５年（2023年）５月29日

国は、今後、都道府県を通じ介
護保険者である地方自治体へ
インセンティブ交付金を使用して、
「介護におけるアウトカム」を一層
求める方向。

国は、介護保険事業者には、
自立度、要介護度の維持・改
善などの「提供する介護サービス
の成果」を求める方向。

国は、この時期（2024年から
の介護保険報酬改定の前年）
に「介護保険法」第一条の条文
を示し、「法の精神に自立支援
を当初から求めていた」ことを示
すことで、今後の介護保険報酬
改定では、加算算定などの報奨
金の支給により、「提供する介護
サービスの成果」を求める方向で
あることを強調していると考えられ
る。

【考察】

【考察】

【考察】



令和6年度「診療報酬改定」における「医療従事者」としての介護福祉士

厚生労働省保健局医療課「令和6年度診療報酬改定【全体概要版】令和6年3月5日版」より抜粋



広報で発信する養成校の持つ「コンテンツ」



どのように養成校のコンテンツを創るべきか

• 養成校がある地域社会と在校生のつながり

⇒提供する「教育」の質の向上と社会に開かれたキャンパス

• 卒業生が働く実社会とのつながり

⇒カリキュラム上の「介護実習」以外における実社会の接点

★これらを意識して、各養成校毎の特色や個性を活かしたコンテンツの創造

【考察】



【例示】本校の就職先の臨床を意識した実社会との接点 ①

地域交流サロンを通じた地域社会との交流

「地域交流サロン」を定期開催し、学生の接遇などの臨床能力を
向上させると同時に、高齢者の生きがいや楽しみの創出の一助
となり養成校を「社会資源」として認識をして頂く。

歌と踊りによるショー

浴衣とアオザイのファッションショー

地域住民（高齢者）と学生の歓談
広報で発信することのできる「コンテンツ」



北海道福祉教育専門学校

学校法人北斗文化学園
北海道福祉教育専門学校

「北海道内外に誇る
先端治療」として報道。

室蘭民報 2021年12月29日 朝刊

室蘭民報
2021年3月18日 夕刊

本校が地域の高齢者に「自立支援介護」に基づくサー
ビスを提供した結果、「認知症状8割改善」の実績が
報道されています。１年間の継続で10割改善。

自立支援介護の成果

高齢者本人のQOL
（生活の質）向上

家族の介護負担軽減

介護度改善（重度化からの脱出） 医療費減少（財政負担減少）

自立
支援
介護本校の学生（留学生）と自立支援介護

の理論に基づく運動をする「元認知症患者」
自立支援介護の技術を

学ぶ実習授業の風景

【例示】本校の就職先の臨床を意識した実社会との接点 ②
～「自立支援介護」（科学的介護）による成果を意識した人材養成～



養成校と社会のつながり概念図

地域社会 関係する業界

地域住民

入学対象者

行政機関等

町内会等
（自治会）

小中高校

商工会議所

他の高等教育機関 etc.

医療機関

介護保険事業者

社会福祉協議会

地域包括支援センター

実習先施設

就職先法人施設

同業他校 介養協ブロック
etc.

これからの
養成校

社会
（国の社会保障制度）

各種法令

介護保険

診療報酬

社会保険

これまでの
養成校

実習・就職

これまでとは異なり、養成校は一層、社会とのつながりを持ち、社会資源として、いかに社会に貢献できるかが重要となるのでは？



介護福祉士上位資格創設の件
第一次「あり方検討会」の刊行した報告書における「（仮称）管理介護福祉士」資格養成教育のあり方図

『今後の介護福祉士養成教育と養成施設のあり方について』平成27年3月 （公社）日本介護福祉士養成施設協会 発行 , 20-21.

★地域包括ケアシステムの推進、多職種連携、医療と介護の一体化に対応する高度な専門職の養成を目指した上位の新たな国家資格創設を検討

合計３冊報告書が発行



ご清聴ありがとうございました。


